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　事業者は、勧誘を始める前に、尋ね
られなくても、事業者の氏名、販売目
的を消費者に明示しなければなりませ
ん。また、消費者が契約内容などを理
解できるように、「申込書面」、「契約
書面」を交付しなければなりません。

　当該契約を締結しない旨の意思表示
をした消費者に対する契約の勧誘は禁
止されています。

　重要事項について不実告知（虚偽の
情報を消費者に伝えること）の禁止。
威迫行為（消費者に不安を生じさせる
ような行為で、消費者を困り戸惑わせ
ること）は禁止されています。

断っているのに…どうしたらいいの？

悪質な訪問販売・電話勧誘販売の

教えます
　富士市消費生活センターに寄せられた相談の中で、ここ数年、訪問
販売に関する相談件数はほぼ横ばいですが、電話勧誘販売は年々増加
しています。
　自宅に来た訪問販売業者に、
断っているのに居座られたり、
業者からの勧誘の電話がしつこ
かったりして、困ったことはあ
りませんか。今回は、そんな悪
質な訪問販売・電話勧誘販売へ
の対応策を教えます。

対応策
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販売目的の明示

拒否者の勧誘禁止（再勧誘の禁止）

不実告知や威迫行為の禁止
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問い合わせ
市民安全課
☎55-2750　551-0367

お
得
で
す
よ
…
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知っていると役に立つ！
訪問販売・電話勧誘販売のルール

被害
事例



 5 広報ふじ 2012年 9月20日号

！

！
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の

対
応
策

「
き
っ
ぱ
り
と
、
簡
潔
に
、
丁
寧
に
断
り
ま
し
ょ
う
」

　相手の話を長い時間聞く
と、事業者は脈があると思
い、しつこく勧誘してきま
す。また、怒って乱暴な言
葉で断ると、後で嫌がらせ
を受けることもあります。
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入
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。
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潔
か
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丁
寧
に
。

　面と向かうと断りに
くいですが、インター
ホン越しなど、鍵をか
けたままだと断りやす
くなります。
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　日
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を
か
け
る
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に
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が
来
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け
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し
ま
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に
通
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し
ま
し
ょ
う
！
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／
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各
家
の
状
況
に
応
じ
て
、
自
由
に
張
っ
て

く
だ
さ
い
。


ঢ়
હ

␓
ਗ਼
ਵ
ਃ
હ

प


थ

ओ
ણ
৷
ऎ
ट
औ
ः
آ

10
া
प

ப
ସ
௰
ਖ

ਲ਼
؞
ਗ਼
ਵ
൭
ා

ਲ਼

उ

ॉ
५
ॸ
⑁
ढ़
␗॑
৸
ૺ
ଦ
ഘ
ख
ऽ
घ

必要がないので
お断りします。

　契約をしてしまった場合でも、訪問
販売や電話勧誘販売などの場合、「申込
書面」または「契約書面」を受領した
日から8日以内であれば、クーリング・
オフができ、契約を取り消すことがで
きます。
　その他、勧誘方法に問題があれば、
契約を取り消せることがあります。

　契約をしてしまった場合でも、訪問
販売や電話勧誘販売などの場合、「申込
書面」または「契約書面」を受領した
日から8日以内であれば、クーリング・
オフができ、契約を取り消すことがで
きます。
　そのほか、勧誘方法に問題があれば、
契約を取り消せることがあります。

やっぱりこの契約
取り消したいわ…。

契約すればこっちのも
の。取り消しの仕方は
知らないだろう。

玄関付近に…

どなたですか？

鍵を開けてくれよ。

その契約その契約
クーリング・オフ
できますよ！
クーリング・オフ
できますよ！

固定電話機・
携帯電話に…

!！


